
 

鹿嶋市告示第２２９号 

 

令和７年度鹿嶋市こども食堂物価高騰対策支援事業実施要綱を次のように定める。 

 

令和７年１０月２７日 

 

鹿嶋市長 田 口 伸 一    

 

令和７年度鹿嶋市こども食堂物価高騰対策支援事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，材料費や燃料費等の高騰により，地域で自主的に運営されてい

るこども食堂の負担を軽減することにより，こどもの居場所や食事の提供機会の

安定的な確保等を図るため，予算の範囲内においてこども食堂物価高騰対策支援

金（以下「支援金」という。）を支給することに関し，必要な事項を定めるもの

とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１）こども食堂 地域のこどもが安心して過ごせる場所であって，無料又は低

額（実費相当額程度の金額をいう。）で食事の提供（菓子類又は飲料のみの提

供又は配布は含まない。）が行われる場所をいう。 

（２）こども １８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者をい

う。 

（支給対象者） 

第３条 支援金の支給の対象となる者は，次の各号に掲げる要件のいずれにも該当す

る者とする。 

 （１）令和７年４月１日現在，鹿嶋市内でこども食堂を運営する者（地方公共団体

並びに社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第１０９条及び第１１０条に規

定する社会福祉協議会を除く。） 

 （２）市税等（市税及び国保税をいう。以下同じ。）の滞納がない者（団体にあっ

ては，当該団体及びその代表者に市税等の滞納がない場合とする。） 

 （３）令和７年４月１日から令和８年２月２８日までの間で，事前に地域のこども

が自由に参加できることを周知し，５回以上の開催実績がある団体（法人又は

任意団体をいう。以下同じ。） 

 （４）令和８年３月以降も継続して活動する見込みのある団体 

 （支援金の額） 



 

第４条 市長は，こども食堂を運営する団体に対し，前条第３号に規定する期間にお

いて，次の各号に掲げる開催回数の区分に応じ，当該各号に定める額を支援金と 

 して支給する。この場合において，複数のこども食堂を運営する団体については， 

開催回数を合算して区分を判定するものとする。 

 （１）５回以上１０回以下の開催   ２５，０００円 

 （２）１１回以上１５回以下の開催  ５０，０００円 

 （３）１６回以上２０回以下の開催  ７５，０００円 

 （４）２１回以上の開催       １００，０００円 

（支給申請） 

第５条 支援金の支給を受けようとする者（以下「申請者」という。）は，鹿嶋市こ

ども食堂物価高騰対策支援金支給申請書（様式第１号。以下「支給申請書」とい

う。）をこども食堂を運営する団体ごとに，令和８年３月６日までに市長に提出

しなければならない。 

２ 前項の場合において，申請者は，支給申請書に開催状況報告書（別紙１）及び開

催時の様子等の写真を２枚（別紙２）を添付しなければならない。 

（支給の決定等） 

第６条 市長は，支給申請書の提出があったときは，速やかに審査し，支給の可否を

決定するものとする。この場合において，市長は，支給の決定を行ったときは，鹿

嶋市こども食堂物価高騰対策支援金支給決定通知書（様式第２号）により，その旨

を当該申請者に通知するものとする。 

２ 市長は，前項の規定により審査した結果，支給しないことを決定したときは，理

由を付して，鹿嶋市こども食堂物価高騰対策支援金不支給決定通知書（様式第３

号）により申請者に通知するものとする。 

３ 申請者は，第１項の規定による通知を受けたときは，鹿嶋市こども食堂物価高騰

対策支援金請求書（様式第４号）を速やかに市長に提出し，その支給を受けるも

のとする。 

（支給決定の取消し） 

第７条 市長は，申請者が虚偽その他不正な手段により支援金の支給を受けたとき

は，前条第１項の規定による支給決定の全部又は一部を取り消し，支給した額の

全部又は一部を返還させることができる。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか，事業の実施に関し必要な事項は，市長が別に

定める。 

 

附 則 

この告示は，公布の日から施行し，令和７年４月１日から適用する。 


